
西宮市立図書館事業計画（平成 31 年度～平成 35 年度） 概要 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）市民の読書活動を推進し、知る楽しみ・学ぶ喜びを支えます。 

（２）市民の生活や仕事に役立つ地域の情報拠点として、市民生活を支えます。 

（３）子供たちが読書に親しむ環境づくりを推進します。 

（４）図書館利用が困難な市民に、利用しやすい環境づくりを進めます。 

（５）市民との協働を推進するとともに、市民に交流の機会・場を提供します。 

（６）図書館司書の専門性を発揮し、市民サービスを提供します。 

（平成 27 年４月策定）

◆蔵書の充実 ◆本（読書）の魅力の発信 ◆図書館の魅力の発信  

◆市民の情報活用能力（情報リテラシー）の向上  

◆郷土資料や貴重書等の活用 ◆過ごしやすい環境づくり 

◆図書館の利便性の向上 

 

◆レファレンスサービス機能の充実 ◆まちづくりにつながる情報提供 

◆図書館の特性を生かした市民の学習への支援  

◆資料を探しやすい図書館づくり  

◆職員の技術の向上・専門研修の開催 

◆図書館機能の充実 ◆子供読書活動推進のための拠点づくり  

◆家庭における読書活動の推進 ◆学校図書館への支援の充実  

◆障害のある子供への読書支援 

重点事業３ 子供の読書活動の推進及び学校図書館等への支援の充実 

◆来館困難な市民へのサービスの拡充 

 

 

重点事業４ 高齢者・障害のある人など来館困難な市民へのサービス拡充 

◆多文化サービスの拡充 ◆図書館ボランティアとの協働推進 ◆開館・開室日及び開室時間の見直し その他の事業 

重点事業１ 知る楽しみ・学ぶ喜びを支える図書館の魅力の向上 重点事業２ 市民の生活や仕事に役立つ課題解決支援サービスの充実 

・市民一人ひとりの生涯学習を支える基本的な学習施設「知のインフラ」 

・市民が生活する上での課題解決に資する「情報拠点」 

・子供の発達段階に応じた読書活動の推進 

西宮市第５次総合計画で求められている図書館の役割 

・資料費予算の増額 ・マネジメントを行う司書の増員  

・成人市民の利用の増加 ・施設や設備の更新 ・市関係者へのアピール 

・地域の課題解決への有効性のアピール 

前期事業計画の外部評価での課題 

西宮市立図書館事業計画（平成 31 年度～平成 35 年度） 

西宮市立図書館基本的運営方針 


